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補 正 予 算 主 要 事 業 の 概 要 

（一般会計） 

   ★印は、新規事業                                                    （単位：千円） 

項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

1 ★第３子以降学校給食費無償化事業 107,827 多子世帯における子育ての経済的負担軽減を図るため、小・中学校の設置者である

市町等が実施する第３子以降の給食費の無償化の取組みに対し、補助等を行うもの。 

・補助対象者：小・中学校の設置者である市町、学校法人等 

        ※県立の中学校、特別支援学校（小・中学部）は、県が実施。 

・補助対象経費：第３子以降の給食費を無償化するために負担した給食費及びシス

テム改修費 

        ※第３子以降とは、３人以上の子を扶養する世帯（所得制限なし） 

において、被扶養者である子のうち、第３子以降の児童生徒。 

・補 助 率：給食費 １／２、システム改修費 １０／１０ 

・実 施 期 間：令和６年１月～３月 

2 ★県産農水産物学校給食利用拡大事業 60,813 学校給食において、食材価格の高騰により低価格食材への置き換え等で、今後、多

様な栄養価を持つ県産農水産物の利用低下が懸念される中、食材費の一部を補助等し、

県産農水産物の積極的な利用を進めることで、食を通じた子育て支援の充実と県産農

水産物の利用拡大を図るもの。 

・補助対象者：小・中学校の設置者である市町、学校法人等 

        ※県立の中学校、特別支援学校（小・中学部）は、県が実施。 

・補助対象経費：学校給食において、県産農水産物を積極的に利用したメニュー提

供に要する経費 

・補 助 率：１人あたり ２５０円（１食あたり５０円×５日分）／月 

・実 施 期 間：令和６年１月～３月 
 

※学校給食時に、生産者等と連携した出前授業を併せて実施。 
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3 ★鉄道軌道安全輸送設備整備緊急支援事業 32,250 鉄道における踏切トラブルが頻発していることを受け、利用者及び県民の安全を確

保するため、鉄道事業者が実施する安全輸送設備の機器の交換に対し、緊急的に支援

を行うもの。 

・補助対象者：高松琴平電気鉄道株式会社 

・補助対象経費：経年した踏切保安設備に係る電源関係機器（主電源ブレーカー、

電源ケーブル等）の交換に要する経費 

・補 助 率：１／２ 

 

4 香川県立アリーナ整備事業（設計変更） 9,002 現在整備中の香川県立アリーナについて、メインアリーナ出入口に風除室を設置す

るために設計の変更を行うもの。 

・設計の変更に伴う業務委託料 

・計画変更通知等の行政手続きに要する手数料 

 

 



- 10 - 

 

項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

5 ★瀬戸内海国立公園指定９０周年記念事業 16,216 令和６年３月に、瀬戸内海国立公園が指定されてから９０周年を迎えることから、

瀬戸内海の価値や魅力、美しさをさらに高め、伝え広めて、その後の瀬戸内海の恵み

を生かして地域発展を目指す取組みが推進される足がかりとするため、各種の記念事

業を展開していくにあたり、今年度、キックオフイベントを開催するとともに、記念

事業についての広報を行うもの。 

○キックオフイベント 

・日 程：令和６年３月１６日（土） 

・内 容：①キックオフセレモニー（屋島山上） 

     ②ウオークイベント（屋島） 

 

6 財政調整基金積立金 3,159,000 令和４年度決算剰余金６，３１６，６９６千円の２分の１相当額を地方財政法に基

づき、積み立てるもの。 

 

7 県債管理基金積立金 2,948,042 令和４年度決算剰余金のうち、財政調整基金への積立てを行う残額から、今回の補

正予算で必要となる財源を差し引いた額について、今後の県債の償還に備えて積み立

てるもの。 
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（特別会計） 

                                                               （単位：千円） 

会 計 名 補正予算額 説             明 

1 母子父子寡婦福祉資金特別会計 12,545 ・繰越金の確定に伴う補正 

・母子父子寡婦福祉資金貸付金                      12,545 

                               （現計   148,524） 

 

 

 

2 中小企業高度化資金特別会計 639 ・繰越金の確定に伴う補正 

・一般会計繰出金                              639 

                               （現計    150,721） 

 

3 臨海工業地帯造成事業特別会計  ・繰越金の確定に伴う補正 

・港湾施設管理費                                       財源補正 

                               （現計  2,009,472） 
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会 計 名 補正予算額 説             明 

4 集中管理特別会計  ・繰越金の確定に伴う補正 

・文書作成費                            財源補正 

                               （現計 94,760,983） 

 

5 証紙特別会計 209,551 ・繰越金の確定に伴う補正 

・一般会計繰出金                           209,551 

                               （現計  2,666,001） 
 

6 林業・木材産業改善資金特別会計 25,049 ・繰越金の確定に伴う補正 

・林業・木材産業改善資金貸付金                    25,050 

・運営事務費                               △1 

                               （現計   30,528） 
 

7 沿岸漁業改善資金特別会計 96,594 ・繰越金の確定に伴う補正 

・沿岸漁業改善資金貸付金                        96,598 

・運営事務費                               △4 

                               （現計   40,482） 
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8 駐車場事業特別会計 8,031 ・繰越金の確定に伴う補正 

・一般会計繰出金                             8,031 

                               （現計   334,167） 

 

9 奨学金特別会計 7,069 ・繰越金の確定に伴う補正 

・一般会計繰出金                             7,069 

                               （現計   465,249） 

 

 

 

10 国民健康保険事業特別会計 2,754,857 ・繰越金の確定に伴う補正 

・償還金及び還付加算金                        485,651 

・財政安定化基金積立金                       2,269,206 

                               （現計  93,132,978） 

 


